
　

事
業
者
は
、
社
会
保
険
の
手
続

き
や
源
泉
徴
収
票
の
作
成
な
ど
に

お
い
て
、
従
業
員
な
ど
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
提
出

を
受
け
、
書
類
な
ど
に
記
載
し
ま

す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
際

に
は
、
左
図
の
４
つ
の
ル
ー
ル
を

必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

取
得
の
際
は
本
人
確
認
を
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従
業
員
な
ど

か
ら
取
得
す
る
際
に
は
、
本
人
確

認
が
必
要
で
す
。

○�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
間
違
っ
て
い

な
い
か
の
確
認

　
�「

通
知
カ
ー
ド
」
や
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
で
確
認

○
身
元
の
確
認

　

�

顔
写
真
が
付
い
て
い
る
「
個
人

番
号
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
運
転

免
許
証
」
な
ど
で
確
認

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従
業
員
な
ど

か
ら
取
得
す
る
際
に
は
、
利
用

目
的
（
源
泉
徴
収
票
作
成
、
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
届
出
、

雇
用
保
険
届
出
な
ど
）
を
伝
え

ま
し
ょ
う
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
担

当
者
、
取
り
扱
い
手
順
、
保
管

場
所
な
ど
を
決
め
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

事
業
者
が
行
う
べ
き
こ
と

①�

事
業
者
内
の
責
任
者
へ
の
報
告
、

被
害
の
拡
大
防
止

②
事
実
関
係
の
調
査
、
原
因
究
明

③
影
響
範
囲
の
特
定

④
再
発
防
止
策
の
検
討
・
実
施

⑤�

影
響
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る

方
へ
の
連
絡
な
ど

⑥�

事
実
関
係
や
再
発
防
止
策
な
ど

の
公
表

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し
て

不
正
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
変
更
を
お
住

ま
い
の
市
区
町
村
に
請
求
で
き

る
こ
と
を
本
人
に
説
明
し
て
く

だ
さ
い
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
報
告

　

特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保

に
つ
い
て
「
重
大
な
事
態
」
が
生

じ
た
と
き
、
個
人
情
報
保
護
委
員

会
に
報
告
す
る
こ
と
が
法
令
上
の

義
務
に
な
り
ま
し
た
。
次
の
事
態

に
該
当
す
る
か
、
そ
の
お
そ
れ
の

あ
る
事
案
が
発
覚
し
た
場
合
、
必

ず
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

「
重
大
な
事
態
」
と
は
…

①�

漏
え
い
・
滅
失
・
毀き

損そ
ん

ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
反
し
て
利

用
・
提
供
さ
れ
た
特
定
個
人
情

報
の
人
数
が
１
０
０
人
を
超
え

る
と
き

②�

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定

個
人
情
報
を
、
不
特
定
多
数
の

者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
と
な
り
、
そ
れ
が
閲
覧
さ

れ
た
と
き

③�

不
正
な
目
的
で
、
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を

利
用
・
提
供
し
た
者
が
い
る
と

き
な
ど

※�

詳
し
く
は
個
人
情
報
保
護
委
員

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

URL�h
ttp
://w

w
w
.p
p
c.go.jp

/
legal/policy/rouei/

従
業
員
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す

万
一
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

漏
え
い
し
た
場
合
に
は
…

安全管理措置 のルール
○漏えいなどを起こさないために

　書類やデータは「しっかり管理」

委託 のルール
○委託先を「しっかり監督」

○再委託は「許諾が必要」

保管・廃棄 のルール
○必要がある場合だけ保管

○必要がなくなったら廃棄

取得・利用・提供 のルール
○取得・利用・提供は法令で決められた場合だけ

○これ以外は「取れない」「使えない」「渡せない」

▼マイナンバーを取り扱うときの４つのルール

9 広報さいじょう　2016　 ３月号

★マイナンバー総合フリーダイヤル　平日：９時30分～22時　　土・日曜日、祝日：９時30分～17時30分

　TEL０１２０－９５－０１７８　※一部ＩＰ電話等でつながらない場合はTEL050－3816－9405（有料）におかけください。

※個人番号カードを紛失された場合のお問い合わせについては、上記マイナンバー総合フリーダイヤルのほか、

　個人番号カードコールセンター（全国共通ナビダイヤル）０５７０－７８３－５７８（有料）でも対応しています。

★西条市役所の問い合わせ先　平日：８時30分～17時15分

○制度について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥市庁舎本館３階　総合政策課　　　　　TEL0897－52－1244

○通知カード・個人番号カードについて‥‥市庁舎新館１階　市民生活課　市民係　TEL0897－52－1211

○税務関係書類への番号記載について‥‥‥市庁舎本館２階　市民税課　市民税係　TEL0897－52－1317

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

お
問
い
合
わ
せ
先

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
正
し
く
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
か

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ


